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科目名 税金・税効果【その１】 

分類コード 会計 233 学年 J2 時期 前期 必修 － 単位 ３ 

講義形態 eラーニング 

受講の前提及び事前準備 

受講の前提として、修了考査の税効果会計に関連する過去の出題問題の内容を確認する

事前準備を推奨する。なお、税金・税効果に関係する会計基準等は以下のとおりである。 

企業会計基準第 27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」、企業会計基準第 28号

「税効果会計に係る会計基準」及び「税効果会計に係る会計基準」の一部改正、企業会計基準

適用指針第 28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」、企業会計基準適用指針第 26号

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」、補足文書「2025年 3月期決算における令和

7年度税制改正において創設される予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについて」 

講義内容（指導目的） 

1. 税金計算に関する実務を理解する。≪会計・監査≫ 

(1)法人税、地方法人税、住民税、事業税及び特別法人事業税の計算 

(2)未払法人税等に関する監査実務 

2. 税効果会計に関する理論を理解する。≪会計≫ 

(1)企業会計上の利益と税務会計上の課税所得の差異並びに税効果会計の必要性 

(2)税効果会計の方法（繰延法、資産負債法）と相違点 

3. 個別財務諸表における税効果会計の会計処理並びに対応する監査手続及び監査実務上の

留意点を理解する。≪会計・監査≫ 

(1)個別財務諸表における税効果会計の対象となる税金の種類 

(2)一時差異等の発生要因 

(3)繰延税金資産及び繰延税金負債の計上並びにそれらの計算に用いる税法及び税率 

(4)法定実効税率の算定方法 

(5)繰延税金資産の回収可能性の判断に関する手順 

キーワード 

法人税、地方法人税、住民税、事業税、特別法人事業税、繰延法、資産負債法、一時差異等、

将来減算一時差異、将来加算一時差異、法定実効税率、防衛特別法人税、繰延税金資産の

回収可能性、スケジューリング、一時差異等加減算前課税所得、グローバル・ミニマム

課税制度 

到達目標 

1. 税金計算に関する実務を理解する。 

2. 税効果会計に関する理論及び実務を理解する。 

3. 税金・税効果会計に関連した監査手続及び監査実務上の留意点を理解する。 

参考文献 

・税効果会計の実務ガイドブック 基本・応用・IFRS対応 PwCあらた有限責任監査法人 中央経済社  

・あずさ監査法人編「徹底解説 税効果会計の実務〈第２版〉」中央経済社 
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科目名 税金・税効果【その２】 

分類コード 会計 233 学年 J2 時期 前期 必修 － 単位 ３ 

講義形態 eラーニング 

受講の前提及び事前準備 

受講後に税務 211「法人税法（グループ法人税制・グループ通算制度）【その１】【その２】」

を受講すると効果的である。税金・税効果に関係する会計基準等は以下のとおりである。 

企業会計基準適用指針第 28 号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」、企業会計基準適用

指針第 26 号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」、企業会計基準第 28 号

「税効果会計に係る会計基準」及び「税効果会計に係る会計基準」の一部改正、実務

対応報告第 42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」 

講義内容（指導目的） 

1. 繰延税金資産の回収可能性の判断を理解する。≪会計・監査≫ 

(1) 将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性の

判断の内容の理解 

(2) 監査人の立場から、経営者による会計上の見積りの妥当性の検証に必要となる監査手続 

2. 連結財務諸表における税効果会計の特徴及び実務上の留意点を理解する。≪会計・監査≫ 

① 連結財務諸表固有の一時差異の発生要因（たとえば、子会社に対する投資に

係る一時差異、連結会社間における債権債務の相殺に伴う貸倒引当金の

調整に係る取扱い、未実現損益の消去）の理解～特に未実現利益の消去に

係る税効果には日本の会計基準では例外的に繰延法が適用される。 

② 連結税効果に関連した監査手続及び監査上の留意点を理解する。 

3. 税効果会計に関する財務諸表表示と注記事項を理解する。≪会計≫ 

① 同一納税主体における繰延税金資産及び繰延税金負債の相殺表示 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳及び税務上の

繰越欠損金が重要な場合について求められている開示内容 

4. 特殊な税効果会計≪会計≫ 

(1) グループ法人税制 

(2) グループ通算制度 

5. 税効果会計に係る日本基準と IFRS会計基準の主な相違点を理解する。≪会計≫ 

キーワード 

企業の分類に応じた繰延税金資産の回収可能性、タックス・プランニング、一時差異等

加減算前課税所得、スケジューリング、解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異、

評価性引当額、税率差異、連結財務諸表固有の一時差異、納税主体、繰延税金資産及び

繰延税金負債の相殺表示、グループ通算制度、Probable (More likely than not) 

到達目標 

1. 繰延税金資産の計上に際して、経営者による会計上の見積りとその判断の内容を

説明できる。 

2. 繰延税金資産の回収可能性に関する企業の判断を検証するために必要となる監査

手続を説明できる。 

3. 連結財務諸表固有の一時差異の発生要因とその会計処理を説明できる。 

4. 繰延税金資産及び繰延税金負債の表示方法並びに税率差異を含む開示内容の特徴を

説明できる。 

参考文献 

・税効果会計の実務ガイドブック 基本・応用・IFRS対応 PwCあらた有限責任監査法人 中央経済社 

・税効果会計における「税率差異」の実務〈第 3版〉中島 努 (著), 中島 礼子 (著) 

中央経済グループパブリッシング 
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科目名 国際財務報告基準（金融商品） 

分類コード 会計 402 学年 J2 時期 後期 必修 － 単位 ２ 

講義形態 eラーニング 

受講の前提及び事前準備 

・会計 431「国際財務報告基準の概要」の受講を完了していることが望ましい 

・該当する以下の IFRS各号の基準書本文の通読が望ましい 

IFRS第９号「金融商品」、IFRS第 13号「公正価値測定」、IAS第 32号「金融商品：表示」 

講義内容 (指導目的) 

国際財務報告基準（IFRS）の主要な個別基準の概要及び日本基準と IFRSとの重要な基準

差異に関する基礎的な知識、並びに、IFRSを適用する際の実務上の留意点を習得する。≪会計≫ 

１. IFRS第９号「金融商品」IAS第 32号「金融商品：表示」の概要及び以下の主要論点

について理解する。 

(1) 認識及び認識の中止 

(2) 分類と測定 

(3) 減損 

(4) ヘッジ会計公正価値の評価技法 

２. 日本基準と IFRSの重要な差異について、その背景も含めて理解する。 

３. 各基準に係る個別論点について理解する。 

４. IFRS会計基準を適用する際の実務上の留意点を習得する。 

キーワード 

当初認識、認識の中止、継続的関与、事業モデル・テスト、契約上のキャッシュ・フロー

の特性テスト、償却原価、公正価値（FVTPL、FVOCI）、予想信用損失モデル、公正

価値ヒエラルキー、負債及び資本、条件付決済条項、金融資産と金融負債の相殺 

到達目標 

１. 通常発生する可能性の高い一般的な取引について、IFRSを適用した場合の会計処理を

行うことができる。 

２. IFRSの主要な会計処理について、IFRS基準書に沿って説明することができる。 

３. 日本基準と IFRSの重要な差異について、説明することができる。 

参考文献 

・EY新日本有限責任監査法人「国際会計の実務 International GAAP2022」（第一法規） 

・日本基準と国際財務報告基準（IFRS） の比較（EY Japan の Web サイト： 

https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/ja-jp/technical/ifrs/ifrs-

insights/2025/documents/ey-japan-ifrs-jgaap-comparison-v9.pdf 

 

19

https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/ja-jp/technical/ifrs/ifrs-insights/2025/documents/ey-japan-ifrs-jgaap-comparison-v9.pdf
https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/ja-jp/technical/ifrs/ifrs-insights/2025/documents/ey-japan-ifrs-jgaap-comparison-v9.pdf


科目名 国際財務報告基準（表示及び開示） 

分類コード 会計 402 学年 J2 時期 後期 必修 － 単位 ２ 

講義形態 eラーニング 

受講の前提及び事前準備 

・会計 431「国際財務報告基準の概要」の受講を完了していることが望ましい 

・該当する以下の IFRS各号の基準書の通読が望ましい 

IAS第１号「財務諸表の表示」 

IFRS第 18号「財務諸表における表示及び開示」 

IFRS第 1号「初度適用」 

講義内容 (指導目的) 

国際財務報告基準（IFRS会計基準）のうち IAS第１号「財務諸表の表示」から IFRS第 18号

「財務諸表における表示及び開示」への変更点や IFRS第 1号「初度適用」の概要及び、

日本基準と IFRS 会計基準との主要な表示及び開示内容とその差異に関する基礎的な

知識、並びに、IFRS 会計基準を適用する際の実務上の留意点を習得する。 

1. IAS第１号「財務諸表の表示」の概要及び以下の構成及び内容について理解する。≪会計≫ 

(1) 財政状態計算書 

(2) 純損益及びその他の包括利益計算書 

(3) 持分変動計算書 

(4) キャッシュ・フロー計算書 

(5) 注記 

2. 定性的（会計方針に関する開示等）・定量的（主要な会計領域：有形固定資産・引当金・

リース（借手）・退職給付（確定給付制度）・法人所得税・金融商品・収益認識等）

両面から、IFRS 会計基準における主要な開示項目と内容を理解する。≪会計≫ 

3. IFRS第 18号「財務諸表における表示及び開示」の以下を中心とした新たな要求事項

について理解する。≪会計≫ 

(1) 損益計算書に合計及び小計並びに新しい区分を要求 

(2) 経営者が定義した業績指標（MPM）に関する開示 

(3) 集約と分解に関するガイダンス 

4. IFRS第 1号「初度適用」の概要と留意点について理解する。≪会計≫ 

5. 日本基準と IFRS会計基準の主要な表示及び開示内容の差異について理解する。≪会計≫ 

キーワード 

財務諸表の表示、完全な 1組の財務諸表、継続企業、重要性と集約、相殺、会計方針の変更・

遡及的修正再表示・組替、表示の継続性、財務諸表の特定、財政状態計算書、純損益及び

その他の包括利益計算書、持分変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、注記、比較情報、

流動資産・非流動資産、流動負債・非流動負債、正常営業循環期間、異常項目、当期の

純損益、組替調整額、会計方針に関する開示（重要性がある会計方針）、見積りの不確実性

及び見積りの変更の開示、IFRS 会計基準と日本基準の表示及び開示の差異、初度適用、

遡及適用、調整表 

到達目標 

1. IFRS会計基準に基づく財務諸表の表示及び開示について、説明することができる。 

2. IFRS 第 18 号「財務諸表における表示及び開示」の要求事項と従来からの変更点

について、説明することができる。 

3. 通常発生する可能性の高い主要な会計領域について、IFRS 会計基準を適用した

場合の表示及び開示(注記)項目とその内容を説明することができる。 

4. IFRS初度適用の概要及び留意点について、説明することができる。 

5. 日本基準と IFRS 会計基準の重要な表示及び開示内容の差異について、説明すること

ができる。 
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参考文献 
・EY新日本有限責任監査法人「国際会計の実務 International GAAP2022」（第一法規） 
・Applying IFRS：IFRS 第 18 号「財務諸表における表示及び開示」2025 年 7 月更新版 
（EY Japanの Webサイト）： 
https://www.ey.com/ja_jp/technical/ifrs/ifrs-insights/2025/ifrs-applying-ifrs-

2025-09-17 
・IFRS連結財務諸表記載例 2025年版 
（EY Japanの Webサイト）： 
https://www.ey.com/ja_jp/technical/ifrs/ifrs-insights/2024/ifrs-others-other-
consolidated-financial-statements-2025 
・日本基準と国際財務報告基準（IFRS） の比較 
（EY Japanの Webサイト）： 
https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/ja-
jp/technical/ifrs/ifrs-insights/2025/documents/ey-japan-ifrs-jgaap-comparison-
v9.pdf 
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科目名 企業組織再編の会計実務【その１】 

分類コード 会計 632 学年 J2 時期 前期 必修 － 単位 ３ 

講義形態 eラーニング 

受講の前提及び事前準備 

以下の会計基準等を通読しておくことが望ましい。 

・企業会計基準第 21号「企業結合に関する会計基準」 

・企業会計基準第７号「事業分離等に関する会計基準」 

・企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」 

・企業会計基準第 22号「連結財務諸表に関する会計基準」 

・移管指針第４号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」 

講義内容（指導目的） 

1. 公認会計士が関与する組織再編業務を理解する。≪会計・監査≫ 

近年、我が国では、外部環境の構造的な変化に対応するために組織再編が活発に

行われるようになっており、それを支援するための法制度の整備も進められている。

一方で会計基準や税制においても、組織再編に対応した改正が行われている。このような

状況の中、公認会計士も組織再編に積極的に関与することが期待されており、その

具体的な業務に精通していくことが必要である。 

2. 企業結合会計の特徴を具体的に理解する。≪会計≫ 

会計基準では、企業結合を取得、共同支配企業の形成、共通支配下の取引に分類し、

それぞれの場合について会計処理を定めている。特に取得の会計処理ではパーチェス法が

適用され、取得企業の決定、取得原価の算定、取得原価の配分の各手順について詳細な

規定が設けられている。 

3. 事業分離会計の特徴を具体的に理解する。≪会計≫ 

会計基準では、「投資の清算・継続」という概念によって、分離元企業及び結合当事

企業の株主の会計処理を定めている。「投資の清算」に該当する場合には受取対価の

時価と移転した事業に係る株主資本相当額との差額を移転損益又は交換損益として

認識し、「投資の継続」に該当する場合には移転損益又は交換損益を認識せずに処理する。 

4. 企業結合会計に係る日本基準及び IFRS会計基準の主な相違点を理解する。 

キーワード 

組織再編、企業結合会計、事業分離会計、取得、逆取得、共同支配企業の形成、共通支配下の

取引、投資の清算・継続 

到達目標 

1. 公認会計士の関与する可能性のある組織再編業務を説明できる。 

2. 企業結合会計の基本と特徴を説明できる。 

3. 事業分離等会計の基本と特徴を説明できる。 

4. 企業結合会計に係る日本基準及び IFRS会計基準の主な相違点を説明できる。 

参考文献 

布施伸章「詳解 組織再編会計 Q＆A（第 5版）」清文社 
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科目名 企業組織再編の会計実務【その２】 

分類コード 会計 632 学年 J2 時期 前期 必修 － 単位 ３ 

講義形態 eラーニング 

受講の前提及び事前準備 

以下の会計基準等を通読しておくことが望ましい。 

・「会社法」（第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転） 

・企業会計基準適用指針第 10 号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」 

講義内容（指導目的） 

1.  企業組織再編における税務及び税効果会計の特徴を理解する。≪会計≫ 

組織再編の税務においては、会計基準とは別に適格・非適格の判定がなされ、簿価

又は時価のいずれで引継ぐのかが判断される。そのため、会計基準に基づく会計処理

と税務処理は異なる可能性がある。特に合併に係わる税務では、合併当事者法人で

の課税などが重要な論点となる。一方で、企業結合会計においては、会計上と税務上の

差異については税効果会計が適用されるが、取得及び共通支配下の取引のそれぞれで

具体的な処理が規定されている。また、事業分離会計においても税効果会計が適用

されるが、たとえば、分離元企業が計上する繰延税金資産の回収可能性などが問題となる。 

2.  組織再編取引（合併、会社分割、株式交換・株式移転）ごとの概要を理解する。≪会計≫ 

3.  組織再編取引について参考問題をとりあげ、ケーススタディを行う。≪会計≫ 

4.  企業結合会計に係る日本基準及び IFRS会計基準の主な相違点を理解する。≪会計≫ 

キーワード 

合併、会社分割、株式交換・株式移転、組織再編税制、適格合併、非適格合併、資産調整

勘定（差額負債調整勘定）、税効果会計、繰延税金資産の回収可能性 

到達目標 

1. 組織再編に関する税務の基本と特徴を説明できる。 

2. 企業結合会計及び事業分離会計における税効果会計の基本と特徴を説明できる。 

3. 合併及び会社分割の各会計・法務の基本と特徴を説明できる。 

4. 株式交換・株式移転の会計・法務の基本と特徴を説明できる。 

5. 企業結合会計に係る日本基準及び IFRS会計基準の主な相違点を説明できる。 

参考文献 

中村慈美「図解 組織再編税制」一般財団法人大蔵財務協会 

森・濱田松本法律事務所「新・会社法 組織再編」中央経済社 
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科目名 監査制度 

分類コード 監査 231 学年 J1 時期 前期 必修 － 単位 ３ 

講義形態 eラーニング 

受講の前提及び事前準備 

監査の対象となる財務情報の開示制度についての基礎的な理解があること。 

監査基準の「第一 監査の目的」と「第二 一般基準」を通読しておくことが望ましい。 

講義内容（指導目的） 

１. 我が国における現行の公認会計士監査制度を把握し、公認会計士が担う職責について

認識・理解する。≪監査≫ 

金融商品取引法監査や会社法監査をはじめとする、わが国の公認会計士監査制度の

全体像を把握するとともに、現行の監査制度が成立するまでの歴史的な過程とその背景に

ついて理解する。特に、監査制度の基礎をなす「監査基準」の設定及び改訂の内容と

その背景を把握した上で、現行の監査制度において監査人たる公認会計士に与えられている

使命及び責任を認識する。 

２. 監査全般にわたる基本的な事項と責任について規定する監査基準報告書（以下「監基報」

という。）の要点を把握・理解する。≪監査≫ 

品質管理基準報告書第１号及び監基報 200 番台の重要ポイントを理解し、監査実践に

おいて的確に適用できるようにする。監基報 200 が規定する財務諸表監査の目的を

理解し、これに基づいて、財務諸表監査の目的を実現するために必要な事項を把握

して着実に実践できるように、その他の基準が規定する内容についての理解を深める。 

３. 特殊な財務諸表に関する監査及び監査人の交代等に関する監基報の要点を把握・理解

する。≪監査≫ 

監基報 800及び 805に基づいて、特別目的の財務報告の枠組みに準拠した財務諸表の

監査及び個別の財務表、又は、財務諸表項目等の監査を実施する場合の留意点を把握・

理解し、これらの監査を高い信頼性を確保しながら実施できるようにする。また、

監基報 900の規定内容を理解して、監査人の交代に際し、監査人予定者としても前任

監査人としても、適切に業務の引継を行えるようにする。 

キーワード 

一般に公正妥当と認められる監査の基準、品質管理、監査基準報告書、会計監査人、

監査役等とのコミュニケーション、職業的懐疑心、財務報告の枠組み、不正、特別目的

の財務諸表、監査人の交代 

到達目標 

１. 現行監査制度の全体像と当該制度における公認会計士の使命・責任を説明できる。 

２. 公認会計士が監査制度上の職責を果たすための基本的な事項について説明できる。 

３. 特別な目的を持った財務報告における公認会計士の役割について説明できる。 

参考文献 

・千代田邦夫 公認会計士の力（わが国 70有余年の監査制度の分析と展望）中央経済社 

・町田祥弘 各国監査制度の比較研究 同文舘出版 
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科目名 監査サンプリング 

分類コード 監査212 学年 J1 時期 後期 必修 － 単位 ３ 

講義形態 eラーニング 

受講の前提及び事前準備 

監査基準報告書 500「監査証拠」及び監査基準報告書 530「監査サンプリング」を通読しておく

ことが望ましい。 

講義内容（指導目的） 

1. 監査サンプリングによる試査にサンプリングリスクが存在することを理解する。≪監査≫ 

監査サンプリングの目的、位置づけを理解し、統計的サンプリングを中心に解説することに

より監査サンプリングの構造を理解する。具体的には、事例解説や例題、演習を通じ、

サンプリングリスクを実感することに重点を置いて講義を行う。 

2. 仮説検定の論証方法を理解し、サンプリングリスクの類型と影響を学習する。≪監査≫ 

監査サンプリングによる試査では、監査目標を証明するために帰無仮説を立て、サンプルの

抽出とテストに基づいて、棄却域との関係から帰無仮説を棄却すべきかどうかを判断する。

この際、サンプルが母集団全体の特性を正しく反映していないために、母集団における真実

と仮説検定による判定との関係において、帰無仮説が成立しているときに棄却するリスク

(第 1種の過誤）及び成立していないときに棄却しないリスク（第 2種の過誤）という

2 種類の過誤が生じるリスクがあり、これらの過誤に関連して、信頼度と検出力に

関する用語を学習する。 

3. 統計的サンプリングと確率分布の関係を把握する。≪監査≫ 

監査サンプリングの実務に適合する統計的サンプリングの状況と確率分布の類型の関係を

学習する。監査実務で適用される抽出方法は、非復元抽出であるため、超幾何分布が最適で

あるが、監査業務では通常サンプリングの母集団の項目数が大きいこともあり、

二項分布が用いられている。 

4. サンプリングリスクの実習：2つのサンプリングリスクを実感する。≪監査≫ 

第１種のサンプリングリスクは、母集団の中に許容水準以上のエラーが含まれているにも

かかわらず、結論を誤ってしまうリスクで監査の有効性に関するリスクである。第２種の

サンプリングリスクは、母集団の中に許容水準未満のエラーしか含まれていないにも

かかわらず、結論を誤ってしまうリスクで本来不要の追加の監査手続が必要となり監査の

効率性を害する。これらのサンプリングリスクをピンポン玉の事例実習により実感する。 

5. サンプル数に関連する要素及びサンプリングリスクとの関係を理解する。≪監査≫ 

所定の確率分布に基づく統計的サンプリングの数表の適用には、必要な要素（信頼度条件：要求

信頼度・許容逸脱率、検出力条件：必要検出力・予想逸脱率）の設定が必要である。これらの

諸要素の内容を学習し、それらを数表に適用した場合のサンプル数の意味について理解する。 

6. サンプル数の算定方法を習得し、内部統制監査のサンプル数を統計的に理解する。≪監査≫ 

適宜、数表を利用してサンプル数の決定を行うことができるように演習問題で例説する。 

7. 監査サンプリングにおけるサンプル抽出方法及び留意点を習得する。≪監査≫ 

監査サンプリングにおいても、統計的サンプリングと同様に母集団の特性を代表するように

抽出することが重要で、基本的には無作為抽出を行う。手作業により抽出する場合には、

系統的抽出法、乱数法が適用できる。統計的な考え方を利用するには、比較的均質な母集団

であることが必要であるため、事前に、母集団を分析して異常点を排除し、母集団の網羅性

を確認する等、統計的サンプリングの留意点も考慮すべきである。 
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キーワード 

統計的サンプリング、サンプリングリスク、母逸脱率、標本逸脱率、上限逸脱率、許容逸脱率、

仮説検定、帰無仮説、対立仮説、棄却、棄却域、第１種の過誤、第 2種の過誤、信頼度、検出力、

非復元抽出、超幾何分布、二項分布、ポアソン分布、正規分布 

第１種のサンプリングリスク、第２種のサンプリングリスク、要求信頼度、許容逸脱率、必要検

出力、予想逸脱率、無作為抽出、系統的抽出法、乱数法 

到達目標 

1. 監査に用いられるサンプリングの諸概念を理解し監査手続に考慮することができる。 

2. サンプリングリスクを認識し監査証拠の評価に勘案することができる。 

3. 仮説検定、統計的サンプリングと確率分布の考え方を説明することができる。 

4. 2つのサンプリングリスクを実感し、サンプル数への影響を考慮することができる。 

5. 数表を利用して、論拠をもって、サンプル数を算定することができる。 

6. 統計的サンプリングの留意点を踏まえて監査サンプリングを実施することができる。 

参考文献 

・富田竜一、石原佳和、西山都 

「Ｑ＆Ａ監査のための統計的サンプリング入門【改訂版】」金融財政事情研究会 
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科目名 監査の結論及び報告 

分類コード 監査 205 学年 J2 時期 前期 必修 － 単位 ３ 

講義形態 ｅラーニング 

受講の前提及び事前準備 

以下記載の監基報等の「要求事項」等を通読し、予め内容全般を理解しておくことが望ましい。 

・監基報220「監査業務における品質管理」 
・監基報260「監査役等とのコミュニケーション」 
・監基報450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」 
・監基報520「分析的手続」 
・監基報560「後発事象」 
・監査基準報告書560実務指針第1号 後発事象に関する監査上の取扱い 
・監基報570「継続企業」 
・監査・保証実務委員会報告第74号 継続企業の前提に関する開示について 
・監基報580「経営者確認書」 
・監基報700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」 
・監基報701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」 
・監査基準報告書700実務ガイダンス第1号 監査報告書に係るQ&A 
・監基報705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」 
・監基報706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」 
・監基報710「過年度の比較情報－対応数値と比較財務諸表」 
・監基報720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」 
・監基報800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」 
・監基報805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」 

・監基報810「要約財務諸表に関する報告業務」 

・監査基準報告書 800及び 805に係るＱ＆Ａ（実務ガイダンス） 

・品質管理基準報告書第２号「監査業務に係る審査」 

講義内容 (指導目的) 

1. 監査結果の要約と意見形成≪監査≫ 

監査の最終段階での手続及び意見を表明するに至る過程を理解する。監査意見表明の

ための審査を受けるにあたって作成すべき監査調書を理解する。 

2. 監査報告書等の作成≪監査≫ 

無限定意見以外の監査意見の種類、「監査上の主要な検討事項」をはじめとする、監査

報告書の様式及び内容について理解する。 

3. 特殊な監査業務≪監査≫ 

特別目的の財務報告の枠組みなど、特殊な監査業務について理解する。 

キーワード 

＜監査結果の要約と意見形成＞監査計画の更新、最終段階の分析的手続、虚偽表示の評価、

後発事象、事後判明事実、継続企業の前提、経営者確認書、監査意見の要約(意見形成)、

監査意見の審査、監査役等とのコミュニケーション 

＜監査報告書等の作成＞監査意見の種類、監査上の主要な検討事項（KAM）、除外事項付意見、

強調事項区分とその他の事項区分、過年度の比較情報、その他の記載内容 

＜特殊な監査業務＞特別目的の財務報告の枠組み、個別の財務表及び財務諸表項目等、

要約財務諸表 

到達目標 

1. 監査の最終段階での手続及び意見を表明するに至る過程を理解し、説明することができる。

監査意見表明のための審査を受けるにあたって作成すべき監査調書を理解し、イン

チャージの審査資料の作成をサポートすることができる。 

2. 無限定意見以外の監査意見の種類、「監査上の主要な検討事項」をはじめとする、監査

報告書の様式及び内容について理解し説明することができる。 

3. 特別目的の財務報告の枠組みなど特殊な監査業務について理解し、説明することができる。 

参考文献 

・公益社団法人日本監査役協会「会計監査人との連携に関する実務指針」 
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科目名 財務報告に係る内部統制の監査【その１】 

分類コード 監査 237 学年 J1 時期 後期 必修 － 単位 ３ 

講義形態 eラーニング 

受講の前提及び事前準備 

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」と「財務報告に係る内部統制の評価及び

監査に関する実施基準」（2023年 4月 7日企業会計審議会）を通読しておくことが望ましい。 

講義内容（指導目的） 

1. 内部統制の基礎的な概念と内部統制報告制度の全体像を理解する。≪監査≫ 

内部統制は、適切な経営を行うための社内の仕組み・プロセスであり、企業不祥事の

背景には、内部統制の不備があることが指摘されてきた。わが国でも相次ぐ企業不祥事の

発生を背景に、2008年 4月 1日以後に開始する事業年度から、経営者による財務報告に

係る内部統制の評価と当該評価への監査人による監査を義務づける、金融商品取引法に

よる内部統制報告制度が適用されている。また、内部統制報告制度導入から十数年経過した

ことを受けて改正された内部統制報告制度が 2024 年 4 月 1 日以降開始事業年度から適用

されている。ここでは、内部統制の基礎的な概念を押さえた上で、内部統制報告制度

の全体像について、制度化の背景や直近の改正内容も含めて理解する。 

2. 全社的な内部統制の評価・監査に関する基準等の内容及び実務上の留意点を理解する。≪監査≫ 

内部統制の評価は、(1)全社的な内部統制の評価、(2)決算・財務報告に係る業務プロセスの

評価、(3)その他の業務プロセスに係る内部統制の評価、の流れで行われる。全社的

な内部統制は内部統制の土台となるものであり、その評価結果は、業務プロセスに

係る内部統制の評価に影響を及ぼすものである。ここでは、経営者による全社的な内部

統制の評価方法及び監査人による監査手続に関する基準等の内容を理解するとともに、

実務上の留意点を実際の不備事例や踏まえて理解する。 

3. 業務プロセスに係る内部統制の評価・監査に関する基準等の内容及び実務上の留意点

を理解する。≪監査≫ 

誤りが実際に生じるような内部統制の不備の存在を特定するためには、個々の業務

プロセスに係る内部統制を評価しなければならない。ここでは、経営者による業務

プロセスに係る内部統制の評価方法及び監査人による監査手続に関する基準等の内容を

理解するとともに、実務上の留意点をケーススタディや実際の不正事例を踏まえて理解する。 

キーワード 

内部統制の目的、内部統制の基本的要素、内部統制の有効性、内部統制報告制度、内部統制

報告書、全社的な内部統制、業務プロセスに係る内部統制 

到達目標 

1. 内部統制の基礎的な概念と我が国の内部統制報告制度の全体像について説明できる。 

2. 内部統制報告制度における監査人の役割を説明できる。 

3. 全社的な内部統制の評価・監査における留意点を説明できる。 

4. 業務プロセスに係る内部統制の評価・監査における留意点を説明できる。 

参考文献 

・一般社団法人日本経営調査士協会 編「これですべてわかる内部統制の実務（第 6 版）」

（中央経済社） 
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科目名 販売【その２】 

分類コード 監査 332 学年 J1 時期 前期 必修 － 単位 ３ 

講義形態 eラーニング 

受講の前提及び事前準備 

・会計 235「収益認識」を受講しておくことが望ましい。 

・監査基準報告書（以下「監基報」という。）240「財務諸表監査における不正」、

315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」、330「評価したリスクに対応する監査人の手続」、

540「会計上の見積りの監査」を通読しておくことが望ましい。 

講義内容（指導目的） 

1. 期末の実証手続の立案・実施に関して監査手続や留意事項を学習する。≪監査≫ 

販売に関連する各種勘定科目（売掛金、売上高等）について受取手形の実査、債権の

確認等、期末の主要な実証手続を例示し、留意事項と併せて学習する。また、各種

勘定科目の模範となる監査調書例、作成上のポイントの例説から、監査調書の作成能

力を養う。なお、貸倒引当金に関して、監基報 540の主要な要求事項の解説も交えて、

監査手続を習得する。 

2. 不正事例を把握し、不正による重要な虚偽表示リスクの識別と評価に役立てる。≪監査≫ 

不正に関するケーススタディを用いた演習を通じて、監査上留意すべき不正リスク

要因を発見し不正による重要な虚偽表示リスクの識別と評価の実践的な対応力を習得

する。監査人は、収益認識には不正リスクがあるという推定に基づき、どのような種

類の収益、取引形態又はアサーションに関連して不正リスクが発生するかを判断しなけ

ればならないことから、この過程でいわゆる不正リスクシナリオを学習する。また、収

益認識における不正な財務報告に関連するリスク対応手続、特に、リスクに個別に対

応する実証手続の内容を理解する。 

キーワード 

財務諸表全体レベル、アサーション・レベル、企業及び企業環境の理解、運用評価手続、

実証手続、不正による重要な虚偽表示リスクの識別と評価、不正リスク要因、職業的

懐疑心、収益認識に関する不正リスクの推定、不正リスクシナリオ、リスクに個別に対

応する実証手続、十分かつ適切な監査証拠 

到達目標 

1. 重要な虚偽表示リスクの識別と評価のための監査手続を立案・実施することができる。 

2. 会計上の見積りの監査を含む、期末の実証手続を立案・実施することができる。 

3. 不正による重要な虚偽表示リスクを識別・評価し、関連したリスク対応手続、特にリスク

に個別に対応する実証手続を立案することができる。 

参考文献 

・EY新日本有限責任監査法人「勘定科目別 不正・誤謬を見抜く実証手続と監査実務 

【四訂】」清文社 
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科目名 公認会計士の業務と公会計 

分類コード 監査 541 学年 J2 時期 前期 必修 － 単位  ２ 

講義形態 eラーニング 

受講の前提及び事前準備 

一般的な企業の会計、監査の講座を受けてから受講することが望ましい。 

講義内容 (指導目的) 

1. 公認会計士の業務の領域は、公認会計士試験で勉強してきたような企業会計だけでは

なく、公会計にも及ぶ。 

2. 監査の領域としては、独立行政法人等の保証型監査や自治体の包括外部監査などが

ある。≪会計・監査≫ 

3. 非監査の領域としては、国の省庁別財務書類、自治体の新地方公会計や公営企業会計

の指導などがある。≪会計≫ 

4. 独立行政法人の財務諸表や新地方公会計の財務書類には企業会計にはない特徴がある。

また、監査の視点においても、企業会計より幅広い。≪会計・監査≫ 

5. 公認会計士が活躍する舞台は企業会計だけではなく公会計にもあることを知り、

より社会に貢献し得る人材となるための講義とする。 

キーワード 

独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人、省庁別財務書類、新地方公会計、

公営企業会計、包括外部監査 

到達目標 

1. 公認会計士の業務の領域は、企業会計だけではなく、公会計にも及ぶことを理解する。 

2. 独立行政法人の財務諸表や新地方公会計の財務書類がどういったものなのか、企業

会計との相違点について理解する。 

3. そこで求められる監査の特徴について理解する。 

参考文献 

特定の文献は利用しないが、政府等からの公表物は適宜引用する。 
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科目名 非営利法人の会計と監査 

分類コード 監査 542 学年 J2 時期 前期 必修 － 単位 ３ 

講義形態 eラーニング 

受講の前提及び事前準備 

一般的な企業の会計、監査の講座を受けてから受講することが望ましい。 

講義内容 (指導目的) 

近年、多様な社会課題への対応、社会保障の持続可能性、政府の財政健全化等の観点から

非営利組織の活躍の場は広がり、社会的な期待が高まっており、これらの非営利組織では

それぞれの制度目的に合わせて、固有の特性も考慮した制度が設けられている。 

本講義は表題を「非営利法人の会計と監査」として、公認会計士が非営利組織に対して

実施する業務のうち、主だったところとなる公益法人、社会福祉法人、医療法人及び学校

法人の 4 つの非営利法人の組織形態について、以下の観点の理解を得ることを目的として

講義を行う。 

・各制度の概要及び組織の特性 

・各会計基準の概要 ≪会計≫ 

・各会計監査及びその現状 ≪監査≫ 

キーワード 

＜公益法人＞社団法人・財団法人、財務三基準、公益目的事業費率、収支相償、遊休財産規制、

正味財産、一般正味財産・指定正味財産、基本財産・特定資産、内訳表 

＜社会福祉法人＞会計の区分、作成する計算書類の構成、純資産の区分 

＜医療法人＞本来業務（附随業務を含む）・附帯業務・収益業務の区分、厚生労働省令で

定められた医療法人会計基準、簡便的会計処理の容認（退職給付引当金、リース取引、

貸倒引当金）、監査対象となる計算書類、一般目的・準拠性の枠組み 

＜学校法人＞私立学校法及び私立学校振興助成法に基づく監査、学校法人の機関、学校法人

が作成する計算関係書類等（種類、用語の定義など）、私立学校法の改正 

到達目標 

・公益法人、社会福祉法人、医療法人及び学校法人のそれぞれの制度概要や会計・監査

制度のほか、組織特性からくる特有の会計処理、各法人において作成すべき財務諸表

（又は計算書類）等について理解し、説明することができるようにする。 

・企業会計・監査と各組織形態の会計・監査との異同についても理解する。 

参考文献 

・公益法人会計基準 

・「公益法人会計基準」の運用指針 

・公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表 

に関する監査上の取扱い、及び監査報告書の文例（非営利法人委員会実務指針第 34号） 

・公益法人・一般法人の収支計算書に対する監査に関する研究報告 

（非営利法人委員会研究報告第 28号） 

・公益法人会計基準に関する実務指針（非営利法人委員会実務指針第 38号） 

・「令和５年度公益法人の会計に関する研究会の報告書」（令和６年５月 24日付） 

・社会福祉法人会計基準 
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・社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて 

・社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について 

・社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例（非営利法人

委員会実務指針第 40号） 

・社会福祉連携推進法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例

（非営利法人委員会実務指針第 43号） 

・監査基準報告書 315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」を社会福祉法人監査に適用

するに当たっての留意点（非営利法人委員会研究報告第 17号） 

・監査基準委員会報告書 240「財務諸表監査における不正」を社会福祉法人監査に適用するに

当たっての留意点（非営利法人委員会研究報告第 19号） 

・医療法人会計基準 

・医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書、及び附属明細表

の作成方法に関する運用指針 

・医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い、及び監査報告書の文例（非営利法人委員会

実務指針第 39号） 

・監査基準報告書 315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」を医療法人監査に適用する

に当たっての留意点（非営利法人委員会研究報告第 43号） 

・学校法人会計基準 

・公開されている学校法人の財務情報（計算関係書類等） 

・私立学校法の改正に関する説明資料（文部科学省公表資料・通知等） 
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科目名 税法【ゼミナール】 

分類コード 税務 212 学年 J2 時期 後期 必修 － 単位 ３ 

講義形態 ライブ講義 

受講の前提及び事前準備 

税務 101「公認会計士にとっての税務総論（理論編）」及び税務 102「租税法体系」の受講

を完了しておくこと。 

公認会計士試験（租税法）出題範囲に関する租税法の内容を復習しておくこと。 

講義内容 (指導目的) 

1. 租税法の考え方及び制度等について、実務の視点から理解する。 

2. 国の財政（歳入・歳出）と税との関わりについて、我が国の現状等を踏まえ、 

体系的に理解する。 

3. ケーススタディをもとに、税法上の主要な論点について、実務の視点から理解する。 

キーワード 

国税、地方税、直接税、間接税、所得課税、消費課税、資産課税、法人擬制説、法人

実在説、税率、国債、教育、福祉、確定決算主義、損金の意義と範囲、権利確定主義、

租税回避行為、仮装経理、法人格否認の法理、税務調査、国税局、課税処分、修正申告、

延滞税、利子税、加算税、国税不服審判所 

到達目標 

1. 租税法の考え方及び制度等について、実務の視点から説明することができる。 

2. 国の財政（歳入・歳出）と税との関わりについて、我が国の現状等を踏まえ、 

概要を説明することができる。 

3. 税法上の主要な論点の概要について、専門家として、相手に分かり易く説明する

ことができる。 

4. 税法の相互関係を踏まえて、制度のつながりを説明することができる。 

参考文献 

特になし 
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科目名 法人税法（総合演習）【その１】【その２】 

分類コード 税務 209 学年 J2 時期 後期 必修 － 単位 各３ 

講義形態 ライブ講義 

受講の前提及び事前準備 

税務201「法人税法総論」及び税務212「法人税法【その１】～【その３】」の受講完了が望ましい。 

講義内容 (指導目的) 

1. 法人税の申告及び納付に関する諸規定を理解する。 

(1) 税務上の決算手続の順序を理解する。 

(2) 事業年度と申告及び納付期限について理解する。 

(3) 決算調整と申告調整について理解し、会計上の利益（損失）と所得（欠損）金額の

関連について理解する。 

(4) 法人税の所得計算における理論を理解する（損金経理要件、確定決算主義、公正

処理基準、当初申告要件等）。 

2. 法人税申告書（主に別表一、別表四、別表五（一）、別表五（二））、地方税申告書

（主に第六号様式）の構造及び決算書との関連性を理解する。 

(1) 法人税申告書別表四と別表五（一）の関連性、決算書との関連性及び留保・ 

社外流出の意味について理解する。 

(2) 租税公課に関する税務調整について理解する。 

(3) 税効果会計を適用している場合の税効果会計関連勘定と法人税申告書別 

表四、別表五（一）の関連性を理解する。 

3. 法人税等の税金計算構造を理解し、税金の年税額及び未納税額の計算を行う。 

4. 算定された未納税額及び一時差異から税効果会計に関連する勘定科目の計算を行う。 

キーワード 

加算、減算、損金経理要件、確定決算主義、公正処理基準、留保、社外流出、別表四、

別表五（一）、別表五（二）、第六号様式、法人事業税に係る外形標準課税、法人住民税

均等割、利益積立金額、資本金等の額、納税充当金、検算 

到達目標 

1. 消費税計算まで完了した試算表から法人税申告書（主に別表一、別表四、別表五（一）、

別表五（二））及び地方税申告書（主に第六号様式）を作成し、年税額及び未納税額

を計算できる。 

2. 算定された未納税額及び一時差異から税効果会計に関連する勘定科目の計算を行う

ことができる。 

3. 1.及び 2.から税金・税効果に係る会計仕訳を起票できる。 

参考文献 

・鈴木基史著「対話式 法人税申告書作成ゼミナール」清文社 

・日本公認会計士協会東京会編「最新企業会計と法人税申告調整の実務」第一法規 
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科目名 相続税法 

分類コード 税務 401 学年 J1 時期 後期 必修 － 単位 ３ 

講義形態 ｅラーニング 

受講の前提及び事前準備 

税務 101「公認会計士にとっての税務総論（理論編）」の受講完了 

講義内容 (指導目的) 

1. 相続税法を理解するうえで、相続の土台となる民法の基礎を理解する。 

2. 相続税の課税原因、納税義務者、計算構造、申告と納税について理解する。 

3. 相続の実務上の論点と演習問題によって理解を深める。 

4. 財産評価基本通達に定める土地及び土地の上に存する権利・建物の評価方法を理解する。 

キーワード 

相続のタイムスケジュール、法定相続人、法定相続分、代襲相続、養子、遺産分割、相続

の承認及び放棄、遺贈、遺留分、遺言、贈与、配偶者居住権、相続税の計算、みなし相続

財産、非課税財産、債務・葬式費用、基礎控除額、2割加算、配偶者の税額控除、相続税

申告書、延納、物納、財産評価基本通達、路線価方式、倍率方式、固定資産税評価額、

調整率、区分所有財産の評価 

到達目標 

1. 相続税の税額を算定できる。 

2. 基礎的な民法と相続税の仕組みについて説明できる。 

3. 配偶者居住権の概要について説明できる。 

4. 財産評価基本通達に定める土地及び土地の上に存する権利・建物の評価について、

概要を説明できる。 

参考文献 

・板倉 弘至 編「図解 相続税・贈与税（令和６年版）」大蔵財務協会 

・板倉 弘至 編「図解 譲渡所得（令和６年版）」大蔵財務協会 

・大蔵財務協会 編「改正税法のすべて（令和６年版）」大蔵財務協会 

・伊藤真「親族・相続 第４版 (伊藤真試験対策講座 12)」弘文堂 
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科目名 経営戦略（ビジネスゲーム）【その１】～【その４】 

分類コード 経営 102 学年 J1 時期 前期 必修 － 単位 ９ 

講義形態 ライブ講義 

受講の前提及び事前準備 

経営管理プロセス及び経営戦略に関係する理論について、経営 101「経営管理総論」

を受講し内容を理解しておくことが望ましい。 

講義内容 (指導目的) 

本講義は、企業経営における意思決定を疑似体験し、財務諸表の読み取り方を理解すると

共に各種経営指標を活用し、計数管理の感覚を養うことにある。 

１. 企業経営における意思決定の疑似体験 

メンバーと協働しながら、限られた時間と限られた情報を基に、長期的な視点と短期的

な視点の双方から、損益と資金のバランスを取りながら企業経営における意思決定を

疑似的に体験できる。 

また、景気動向や各商品の市場動向、競合他社の動向等を予測しながら意思決定する

体験ができる。 

２. 企業経営において必要な計数管理の体験 

本講義を通して、企業経営のポイントである損益計算と資金繰りの仕組みを理解すると

ともに、双方の相違点を認識することができる。また、損益計算と資金繰りの双方に

おいても予測することの必要性を理解することができる。 

キーワード 

経営管理プロセス、PPM、PLC、競争戦略、需要予測、シェア、資金繰り、損益分岐点売上高 

到達目標 

企業経営における意思決定の疑似体験を通じて、予測の重要性を理解し、損益管理及び

財務管理（資金管理を含む）ができるようになる。 

参考文献 

特になし 
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科目名 サステナビリティと企業経営 

分類コード 経営 105 学年 J3 時期 前期 必修 － 単位 ３ 

講義形態 eラーニング 

受講の前提及び事前準備 

講義内容の理解を深めるために、次の公表物を事前に一読しておくことが望ましい。 

・ 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」中間

論点整理（2025年 7月 17日） 

・ 日本公認会計士協会 会長声明「金融審議会 サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関する

ワーキング・グループ中間論点整理の公表に当たって」（2025年 7月 17日） 

・ 日本公認会計士協会 サステナビリティ情報開示・保証業務特別委員会「サステナビリティ情報開示・

保証のあるべき姿の検討 －サステナビリティ情報の信頼性確保に向けて－」（2025年 7月 17日） 

講義内容（指導目的） 

１. サステナビリティに関する国際的な合意形成や政策導入の進展を説明する。 

２. 企業・投資家行動と環境・社会・経済との相互関係並びに企業経営及び投資家行動にサステナビリティ

を反映するための取組やフレームワークを説明する。 

３. サステナビリティが企業経営の中核的な課題として位置付けられる背景、企業における持続的な

価値創造及び企業価値評価との関係に加え、サステナビリティに対するガバナンス、ビジネスモデル

及び戦略上の対応について説明する。 

４. 企業の戦略・リスク管理にサステナビリティ要素を取り込むための方法や仕組みを説明する。 

５. 我が国の法規制等で要請されるガバナンス上のサステナビリティに関する対応について、2021年

改訂のコーポレートガバナンス・コードの内容も踏まえ説明する。 

６. 経営主体及び監督主体に求められるサステナビリティ関連の役割を果たすための社内体制について

説明する。 

７. サステナビリティに対して、公認会計士に期待される役割を説明する。 

キーワード 

ブルントラント・レポート、SDGs、企業の社会的責任（CSR）、持続的な価値創造、国連責任投資原則

（PRI）、サステナビリティ投資（ESG投資）、企業・投資家間対話（エンゲージメント）、コーポレート

ガバナンス・コード、サステナビリティ委員会、サステナビリティ指標と役員報酬の連動 

到達目標 

１. サステナビリティに関する基本的な概念や企業・投資とサステナナビリティの関係性に加えて、

サステナビリティに関連して公認会計士に期待される役割を理解する。 

２. 企業経営においてサステナビリティを考慮する必要性及び具体的なアプローチを理解すること

ができる。 

参考文献 

・「サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」」サステナビリティ

基準委員会 

・「コーポレートガバナンス・コード」東京証券取引所 
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科目名 コーポレートファイナンス 

分類コード 経営 302 学年 J3 時期 前期 必修 － 単位 ２ 

講義形態 eラーニング 

受講の前提及び事前準備 

コーポレートファイナンスの目的である企業価値の最大化において、M＆Aは重要な戦略の

一つであり、コーポレートファイナンスのエッセンスが多分に含まれている。 

そのため、コーポレートファイナンス（企業価値）および M＆A の全体像を理解する観点

から、経営 301「財務デュー・ディリジェンス」を受講した後に当講義を受講されること

をお勧めしたい。 

講義内容 (指導目的) 

コーポレートファイナンスの基礎知識 

1. 時間価値の概要 

2. 会計利益と CFの相違 

資本コストと投資回収 

3. 資本コストと負債コストの概要 

4. 投資意思決定における一般的な経営指標 

5. 投資回収と M＆A 

価値評価概要 

6. M&Aプロセスにおいて、企業価値評価が求められる主なタイミング・対象 

7. 価値評価における主要な評価アプローチ 

キーワード 

時間価値、DCF 法、投資リスク、資本コスト、企業価値評価、ベータ、加重平均資本

コスト（WACC） 

到達目標 

1. 時間価値の概要を理解し、その計算をすることができる。 

2. 資本コストの内容、WACCやハードルレートとの相違点を説明することができる。 

3. 投資の意思決定に用いられる経営指標を理解し、内容を説明することができる。 

4. 価格と価値の違いについて理解する。 

5. 価値評価の主要な評価アプローチを説明することができる。 

参考文献 

・ブリーリー、マイヤーズ、アレン「コーポレートファイナンス上巻&下巻」日経ＢＰ社 

・ロバート・ヒギンス「ファイナンシャル・マネジメント－企業財務の理論と実践」 

ダイヤモンド社 

・デサイ「How Finance Works ハーバード・ビジネス・スクールファイナンス講座」 

ダイヤモンド社 

・「企業価値評価ガイドライン（改訂版）」日本公認会計士協会 

 経営研究調査会研究報告第 57号 
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科目名 ＩＴ全般統制 

分類コード 経営 405 学年 J2 時期 前期 必修 － 単位 ３ 

講義形態 eラーニング 

受講の前提及び事前準備 

以下を受講しておくことが望ましい。 

・経営 401「ＩＴの基礎知識」 

・経営 403「ＩＴのリスク評価の概論」 

以下を通読しておくことが望ましい。 

・監査基準報告書 315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」 

・監査基準報告書 315 実務ガイダンス第 1 号「IT の利用の理解並びに IT の利用から

生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係る Q&A（実務ガイダンス）」 

・監査基準報告書 402「業務を委託している企業の監査上の考慮事項」 

・監査・保証実務委員会 保証業務実務指針 3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書

に関する実務指針」 

・監査基準報告書 300実務ガイダンス第 1号「監査ツール（実務ガイダンス）」 

講義内容 (指導目的) 

１. IT全般統制がなぜ必要なのか、その役割について理解する。 

２. IT 全般統制がどのような活動等で成り立っているのかを理解しリスク評価、及び

リスク対応手続を理解する。 

３. IT全般統制に不備がある場合の監査上の取り扱いについて理解する。 

キーワード 

IT 環境の理解、不備の評価、残余期間、情報セキュリティ、ID、パスワード、不正ア

クセス、外部委託 

到達目標 

１. IT全般統制の重要性を理解し IT全般統制に関するリスク評価、及びリスク対応手続

を構築し実施できる。 

２. 経営 406の演習における IT全般統制編についての理論的な基礎となる。 

参考文献 

特になし 
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科目名 金融商品取引法及び証券取引等監視委員会の活動状況等 

分類コード 法規 101 学年 J1 時期 後期 必修 － 単位 ３ 

講義形態 ｅラーニング 

受講の前提及び事前準備 

金融商品取引法の全体を理解するのには時間がかかるため、金融商品取引法の条文構成

のうち、最初の 9 つの章（第１章から第 9 章まで）を把握し、体系を理解しておくと

ともに、69 頁から始まる「Ⅵ 勧告・告発事例」を通読しておくことが望ましい。

また、証券取引等監視委員会（Securities and Exchange Surveillance Commission 

(SESC)）も 通常あま り接する機会 はない と思われるた め、ホ ームページ

（https://www.fsa.go.jp/sesc/）を見て、概略を把握しておくことが望ましい。 

講義内容 (指導目的) 

1. 公認会計士の仕事と金融商品取引法とには深い関係がある。その全体像を把握し、

公認会計士監査の位置付けや、そもそもの開示制度の位置付け等を理解する。 

2. 資本市場は経済の円滑な活動及び成長にとって重要な役割を果たすものだが、不公正

な取引、あるいは不正な開示によってかく乱され、信頼を失墜させられる。講義では、

具体的な事例を見ながら、不公正な取引等、不正な開示等とはどういうものか理解

する。 

3. 全体として、市場の信頼性は、公認会計士監査や証券取引等監視委員会の活動及び

その他の当事者それぞれの活動との連携によって支えていかなければならないという

ことを理解する。 

キーワード 

証券取引等監視委員会、金融商品取引業者、有価証券の募集、有価証券の売出し、訂正

届出書・訂正報告書、適時開示、確認書、内部統制報告書、自主規制法人、重要事実、

課徴金、犯則調査、インサイダー取引 

到達目標 

1. 上場会社の監査のバックボーンである金融商品取引法の全体像を把握する。 

2. 被監査会社関係者と金融商品取引法に関する会話ができるようになること（詳細な

内容は別として、規制の有無、企業内容等の開示制度の概略について理解しておく）。 

3. 資本市場における不公正な取引、不公平な取引等を理解する。 

参考文献 

・黒沼悦郎「金融商品取引法」有斐閣 

・上島正道「よくわかるインサイダー取引規制入門Ｑ＆Ａ」商事法務 

・吉見宏「会計不正事例と監査」同文館出版 
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科目名 公認会計士法 

分類コード 法規 201 学年 J1 時期 前期 必修 〇 単位 ３ 

講義形態 ｅラーニング 

受講の前提及び事前準備 

特になし 

講義内容 (指導目的) 

1. 監査・公認会計士制度の沿革及び概要を把握する。 

2. 公認会計士法及び関連する法令等の主要な規定の内容を把握する。 

3. 公認会計士の法的責任に関する理解を深める。 

キーワード 

公認会計士、監査法人、公認会計士・監査法人の法的責任、有限責任監査法人、指定

社員制度、監査法人のガバナンス・コード、ローテーション制度、公認会計士法上の

大会社、税理士業務、2項業務 

到達目標 

1. 公認会計士法の概要を理解する。 

2. 公認会計士法の規定が公認会計士の業務に及ぼす影響を把握する。 

3. 公認会計士法を意識した業務遂行の基礎となる知見を習得する。 

参考文献 

・羽藤秀雄「公認会計士法―日本の公認会計士監査制度」同文館出版 

・池田唯一、三井秀範監修「新しい公認会計士・監査法人監査制度」第一法規 

・会長通牒「「担当者（チームメンバー）の長期的関与とローテ―ション」に関する

取扱い」(2020年 2月 20日付) 

・綱紀関係事例集 2025 
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科目名 職業倫理(J3)【ゼミナール】 

分類コード 法規 401 学年 J3 時期 前期 必修 〇 単位 ３ 

講義形態 ライブ講義 

受講の前提及び事前準備 

法規301「職業倫理【その１】（職業倫理に関する諸規程の理解）」を受講しておくこと。 

以下の関連する法令、基準等を通読しておくことが望ましい。 

・倫理規則のうち、 

倫理規則の手引 １項 倫理規則の目的  

パート 1 倫理規則、基本原則及び概念的枠組みの遵守  

パート 4 セクション 600 監査業務の依頼人に対する非保証業務の提供 等 

・罰則の根拠となる監査基準（監基報 240及び監基報 330）等 

講義内容 (指導目的) 

１. 日本公認会計士協会の定める倫理規則、特にパート 4 セクション 600 監査業務の

依頼人に対する非保証業務の提供の内容と独立性の阻害要因及びセーフガードの

関連性を理解する。 

２. 日本公認会計士協会の自主規制について理解する。 

以下のようなプロセスをもってゼミナールを進める。 

・チームにおける役割分担、及び時間配分を決定する。 

・ゼミナールの出題テーマをよく理解し、チーム内で深堀して論点分析等を行う。 

 ・自分の知識や経験に基づく意見を述べるとともに、同じチーム内の他の補習生の意見・ 

考えを理解しながら議論を続ける。 

・発表事項を取り纏める。 

・他のチームに対して発表を行う。 

・他のチームの発表を聞き、自ら若しくはチームとしての意見を述べる。 

３．「職業倫理(J3)」のゼミナールを通じて、チーム内若しくは他チームの相手の立場

や考え方を理解し、様々な角度から物事を考えることのできる柔軟な思考の土台と

なる幅広い専門知識、教養等を学ぶ。 

キーワード 

倫理規則、非保証業務、独立性、PIE、会計事務所等又はネットワーク・ファーム、

自己レビュー、阻害要因、監査役等とのコミュニケーション、罰則、日本公認会計士協会

の自主規制、金融庁による行政処分 

到達目標 

１. 倫理規則について説明することができる。 

２. 非保証業務の提供における独立性に関する規則の強化について説明することができる。 

３. 監査の過程で生じる情報又は事項に関連して提供される可能性のある助言及び提言

の例について説明することができる。 

４. 日本公認会計士協会の自主規制と金融庁による行政処分との関係を説明することができる。 

参考文献 

・倫理規則 2024年 7月 18日 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240724edw.html 
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科目名 公認会計士・監査審査会会長講話 

分類コード 特別 106 学年 J3 時期 前期 必修 ○ 単位  ２ 

講義形態 e ラーニング 

受講の前提及び事前準備 

・ 管理会計、監査、経済学、統計学の基礎を確認しておく。 

・ 例えば、例外管理、関連原価、リスク、リスクアプローチといった用語。 

・ 公認会計士・監査審査会（CPAAOB：Certified Public Accountants and Auditing 

Oversight Board）の HPを閲覧し、CPAAOBの概要を把握しておく。

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html 

講義内容 (指導目的) 

1. 管理会計の歴史と基本的な考え方を理解する。 

2. 管理会計と監査の基本的な考え方の相違点と共通点を理解する。 

3. 監査の品質を確保するための制度における公認会計士・監査審査会の役割を説明する。 

キーワード 

管理会計、監査、リスク、リスクアプローチ、Activity-Based Costing、Balanced Scorecard、

条件付き確率、ベイズの定理、Audit Risk Model、Inherent Risk（固有リスク）、Control Risk

（統制リスク）、Detection Risk（発見リスク）Material Misstatement（重要な虚偽表示）、

Cost-Benefit Approach、Management by Exception、Relevant Cost. 

到達目標 

1. 自己が専門とする分野（監査）とそれ以外の分野（管理会計）には考え方に違いがあ

ること理解する。 

2. クライアントのバックグラウンドには多様なものが存在し、コミュニケーションを

維持していくためにさまざまな考え方の存在を理解できるようになる。 

3. 監査の品質を確保するための制度における公認会計士・監査審査会の役割を理解する

ことができる。 

参考文献 

公認会計士・監査審査会ホームページ：https://www.fsa.go.jp/cpaaob/ 

管理会計、監査の基本的なテキスト  
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科目名 データサイエンス基礎 

分類コード 特別 109 学年 J1 時期 後期 必須 － 単位 ３ 

講義形態 eラーニング 

受講の前提及び事前準備 

一般的に大学 1・2 年次に開講される所謂「統計学入門」相当の授業を履修していない

場合は、下記参考文献の書籍等で取り扱われている学習内容を確認しておくとよい。

また、Google Colab（無償利用可能）を利用するので、予め Google アカウントを用意

しておくこと。 

講義内容 (指導目的) 

1. データサイエンスとはどのような学問か、また、会計士がデータサイエンスを学ぶ

意義とは何かについて考察する。 

2. 記述統計の基本である分布の中心を表す尺度と散らばりを表す尺度（散布度）について

整理する。具体的には、分布の中心を表す尺度については平均や刈り込み平均、中央値、

最頻値、五数要約と箱髭図などを、また、散らばりを表す尺度については、分散、標本

分散と不偏分散、標準偏差などをそれぞれ紹介する。 

3. データ分析の基本である２変数の共変関係について、相関関係と因果関係の概念的な

相違を解説する。具体的には、共分散と相関係数の成り立ちや，散布図と相関係数に関する

解釈の仕方などを確認したあと、変数間の因果性に関する仮説検証や分類問題にも応用

ができる回帰分析を中心に紹介する。 

キーワード 

データサイエンス、統計学、記述統計・推測統計、機械学習・深層学習、ビッグデータ、

生成 AI、Python、算術平均・中央値・最頻値、刈り込み平均、五数要約・箱髭図、分散、

標本分散・不偏分散、標準偏差、共分散・相関係数、ヒストグラム、散布図、教師あり学習・

教師なし学習、回帰問題・分類問題、ロジスティック回帰 

到達目標 

1. データサイエンスとはどのような学問なのかについて説明することができる。 

2. 基本統計量について、その成り立ちを理解し、解釈を正しく行うことができ、実際に

データを与えられたとき、基礎集計やここで学んだ分析を独力で実行することができる。 

3. 機械学習とはどのような分析技術なのかや、教師あり学習と教師なし学習の違いと特徴

についても説明することができる。 

4. ロジスティック回帰を含む回帰分析について、それがどのような分析手法であり、

どのような問題に適用できるかについて説明することができる。 

5. 生成 AIの支援を受けながらデータ分析を行う工程を体験的に理解する。 

参考文献 

・小島寛之「完全独習 統計学入門」ダイヤモンド社 

・美添泰人・荒木万寿夫・元山斉「スタンダード 経済データの統計分析」培風館 
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科目名 管理会計総論 

分類コード 特別 205 学年 J1 時期 後期 必修 － 単位 3 

講義形態 eラーニング 

受講の前提及び事前準備 

 管理会計の意義、予算管理の意義と問題点、『原価計算基準』の問題点等を、市販の

テキスト等で確認しておくこと。 

講義内容 (指導目的) 

本講義は、「管理会計総論」というタイトルが付されているが、その内容は管理会計全般
を学ぶものではなく、以下の 3 点に関して、いわゆる管理会計のテキストにはあまり
書かれていないが、現代の公認会計士監査にとくに関係の深い領域について、実務の立場
からの重要な見方や考え方を学ぶことが目的となっている。 
1． 管理会計の現代的意義を理解する 

管理会計担当者は経営管理者のパートナーである。たとえば、CFO は CEO のパートナー
でなければならないし、事業部に所属する(あるいは本社に所属して事業部に配属
されている)管理会計担当者も事業部長のパートナーとなるべきである。すなわち、
様々な意思決定を支援することによって、戦略策定と実行を支援する機能であること
を理解する。また、管理会計のひとつの体系としてのマネジメント・コントロールを
理解し、システムが正しく人を動かすように構築されることが不可欠であることを学ぶ。 

2． 中期経営計画と予算管理 
 中期経営計画と予算管理に関する実務的な問題点および監査に関連すると思われる
点について解説する。中期経営計画は、3～5年後の目標を設定して、そこに向かって
各種の計画を策定していくものである。予算管理は中期経営計画に基づいて、短期的
な目標設定とその実行計画を組み合わせたものとなる。予算管理は、企業のマネジメント・
コントロールの中核を担うものであり、フィードバック・コントロールのみならず
フィードフォワード・コントロールを組み込むことが有用である。 

3．業績管理会計の革新 
業績管理会計は、短期的な意思決定(予算を含む)とその統制活動を合わせたもの

である。統制活動としては、目標と結果を比較して、目標が達成できていれば是、
そうでなければ非といういわゆる成果コントロールの概念が強く働いていた。成果
コントロールは、非常に強力なマネジメント・コントロールのツールであるが、それゆえ
逆機能も指摘されることがある。そこで、ここでは、成果コントロール、とりわけ財務的
目標の達成度合いに基づく成果コントロール以外のコントロール手段とその事例に
ついて説明を行う。 

キーワード 

管理会計、マネジメント・コントロール、中期経営計画、予算管理、予算管理の問題点、

業績管理会計、脱予算経営 

到達目標 

1． 管理会計とは何かを理解し、その主たる目的がどこにあるのかを理解する。 

2． 中期経営計画及び予算管理の仕組みについて確認し、実務で生じている問題点をいかに

克服すべきかについて理解する。また、監査上問題になる点についても理解する。 

3． 成果コントロールの逆機能について理解し、成果コントロール以外のコントロール手法

として、企業が活用している事例を知り、その本質を理解する。 

参考文献 

・特になし 
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科目名 経済学 ミクロ・マクロ（基礎） 

分類コード 特別 206 学年 J1 時期 前期 必須 ○ 単位  ３ 

講義形態 e ラーニング 

受講の前提及び事前準備 

1. 講義内容について、該当箇所を下記参考文献により予習することが望ましい。 

2. 講義で身につけたミクロ経済学・マクロ経済学の分析枠組みにより、時間的に講義

で扱えない内容についても参考文献などで理解を図ること。 

3. 特別 206「経済学 ミクロ・マクロ（応用）」を受講することが望ましい。 

講義内容 (指導目的) 

 国際教育基準（IES）第 2 号「初期専門能力開発－技術的能力」における能力分野に

経済学（基礎）があり、学習成果として次の項目が記載されている。①ミクロ経済及び

マクロ経済の基本原則を説明する。②マクロ経済指標の変動が事業活動に及ぼす影響を

説明する。③完全競争、独占的競争、独占、及び寡占を含む、様々な種類の市場構造を

説明する。 

 経済学は単に机上の学問ではなく、現実の複雑な経済現象の本質を理解するために

欠かせない。本講義の目的は、わが国が直面している様々な政治経済問題を考える際の

手がかりとして、入門レベルのミクロ経済学とマクロ経済学それぞれの基本的な考え方

を把握し、経済学の発想を身につけることにある。ミクロ経済学では、入門レベルで

個々の家計や企業の行動を分析し、市場の働きとその限界について考える。マクロ経済学

では、三面等価の原則や国民所得の決定について考える。 

1. 消費者余剰と需要曲線について理解する。 

2. 生産者余剰と供給曲線について理解する。 

3. 市場の価格調整メカニズムと社会的余剰の最大化について理解する。 

4. 海外を含めたマクロ経済循環図と三面等価の原則について理解する。 

5. 有効需要の原理と乗数効果、国民所得の決定について理解する。 

キーワード 

需要、供給、市場メカニズム、政府の役割、国民所得 

到達目標 

1. 需要と供給が、価格の調整によってバランスすることを理解できるようになる。 

2. 市場の働きとその限界、市場を補う政府の役割といったことについて理解できる

ようになる。 

参考文献 

米本清・宇都宮仁 編著（2018）『経済学入門』みらい。 

奥野正寛（1990）『ミクロ経済学入門（2 版）』日本経済新聞社。 

中谷巌・下井直毅・塚田裕昭（2021）『入門マクロ経済学（第 6 版）』日本評論社。 
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科目名 経済学 ミクロ・マクロ（応用） 

分類コード 特別 206 学年 J1 時期 前期 必須 － 単位  ３ 

講義形態 e ラーニング 

受講の前提及び事前準備 

1. 講義内容について、該当箇所を下記参考文献により予習することが望ましい。 

2. 講義で身につけたミクロ経済学・マクロ経済学の分析枠組みにより、時間的に講義

で扱えない内容についても参考文献などで理解を図ること。 

3. 特別 206「経済学 ミクロ・マクロ（基礎）」の受講を完了していることが望ましい。 

講義内容 (指導目的) 

 国際教育基準（IES）第 2 号「初期専門能力開発－技術的能力」における能力分野に

経済学（基礎）があり、学習成果として次の項目が記載されている。①ミクロ経済及び

マクロ経済に基本原則を説明する。②マクロ経済指標の変動が事業活動に及ぼす影響を

説明する。③完全競争、独占的競争、独占、及び寡占を含む、様々な種類の市場構造を

説明する。 

経済学は単に机上の学問ではなく、現実の複雑な経済現象の本質を理解するために

欠かせない。本講義の目的は、わが国が直面している様々な問題を考える際の手がかり

として、中級レベルのミクロ経済学とマクロ経済学を学ぶうえで必要となる分析枠組み

を把握し、経済学の発想を身につけることにある。ミクロ経済学では、中級レベルで

個々の家計や企業の行動を分析し、市場の働きとその限界について考える。マクロ経済学

では、国民所得の決定や財政政策・金融政策などのマクロ経済政策について考える。 

1. 無差別曲線と限界代替率、予算制約付きの効用最大化問題について理解する。 

2. 費用の構造と損益分岐点・操業停止点について理解する。 

3. 完全競争市場と不完全競争市場について理解する。 

4. IS 曲線と LM 曲線の導出について理解する。 

5. IS-LM 分析によりマクロ経済政策について理解する。 

キーワード 

無差別曲線、限界代替率、不完全競争、国民所得、IS-LM 分析、財政・金融政策 

到達目標 

1. ミクロ経済学・マクロ経済学における分析枠組みの一端に触れ、現実の経済現象を

理解・分析するためのツールを獲得する端緒とする。 

2. 現実の経済現象の説明において、ツールの有用性と限界を知る。 

参考文献 

神取道宏（2014）『ミクロ経済学の力』日本評論社。 

中谷巌・下井直毅・塚田裕昭（2021）『入門マクロ経済学（第 6 版）』日本評論社。 
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 ※注意※ 

本シラバスについては、他の者が許可なく複写等することを禁じます。 
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